
合同チームと拠点校部活動との比較 

 合同チーム 拠点校部活動 

事業主体 当該校長 市町村教育委員会 

当該校長会 

活動競技 団体競技のみ６競技 

※R06 より県内では新体操男子

を追加 

すべての競技 

（団体・個人問わず） 

活動編成条件 当該校に 

① 部活動があること 

② 出場最低人数を下回っている

こと 

在籍校に 

① 部活動がないこと 等 

大会参加条件 特例として、レンタルでの合同チ

ームについては、レンタルを行っ

た学校については単独校として参

加を認める。 

拠点校に参加する学校（参加校）

は、拠点校とは別に学校単独で出

場することはできない。 

編成期間 ３期制とする。 

① ４／１～県選手権大会まで 

② 県選手権大会～総体終了まで 

③ 総体終了～３／３１まで 

原則１年間（年度単位）とする。 

継続は妨げない。 

監督 合同チームから１名。教員もしくは

部活動指導員。 

拠点校の教員もしくは部活動指導

員。 

顧問 合同チームの学校は、いずれの学

校も顧問もしくは引率責任者を置

かなければならない。 

拠点校に顧問を置く。 

参加校については顧問を置かなく

てよい。ただし、連絡係等は必要。 

事務手続き 合同チームとして両校の相談の

上、行う。 

拠点校がすべて行う。 

大会参加について 各専門部長が協議し、評議員会で

承認を行う。 

申込みは両校の校長が承認の上、

代表校の校長が行う。 

各専門部長が協議し、評議員会で

承認を行う。 

申込みは拠点校の校長が行う。 

総体参加について ブロック予選がある競技について

は、同一ブロック内とする。 

ブロック予選がある競技につい

て、同一ブロック内とする。 

県中体連への申請 年度３回（申請は期ごとに） 年度１回 

参加校名 〇〇・○○中のように、合同チー

ムの学校の連名で表記する。 

拠点校名のみ。 

拠〇〇中のような表記とする。 

 


